
 

 

 

 

 

 

 

岡山県結核定期健康診断補助金  

 

   交付申請書記載マニュアル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保健医療部疾病感染症対策課感染症対策班  

                   令和６年度一部改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  様式第１号 

 

県 学 第 ○ ○ ○ 号  

令和○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 

 

 岡山県○○県民局長 ○○○○ 殿   

 

 
 

 
 所 在 地 岡山市内山下２－４－６ 

 団 体 名 （学）県庁学園 

 代表者氏名  理事長 岡山 太郎 

 

    補助金振込口座確認書 

   の申請者欄と一致する。 

 

 

 

 

 

令和  年度岡山県結核定期健康診断補助金の交付申請について  

 

 

 このことについて、次により補助金を交付されるよう岡山県補助金等交付規則（昭和  

４１年岡山県規則第５６号）第４条の規定により申請します。  

 

 

記   

 

 

   別紙（様式１号関係）の（Ｇ）欄と一致  

 

 

  １  申 請 額                  金                      円 

 

  ２  経 費 所 要 額 調 書                       （別紙１のとおり） 

 

  ３  結核定期健康診断事業実施計画書         （別紙２のとおり） 

 

 

 

 

 



  

（様式第１号関係） 

    別紙 １ 

 

経費所要額調書 

 

 

 

                                  
 
       
 

 別紙２の「基準算定   別紙２の「支出予定   (C)(D)(E) 
 

        
   寄附・実費徴収等があった場合。   額」欄の「合計」欄    額」欄の「合計」欄   のいずれか   (F)×2/3   変更交付申請時以外は  

   介護報酬の支払額は含まれない。   と一致する。   と一致する。   少ない額  一円未満は切り捨て   斜線を引くこと。  
             
 

（単位：円） 
 
            
      対象経費    既交付  差引追加交付   

  総事業費  収入予定額  差引額  基準算定額   補助基本額  補助所要額   （一部取消）    備      考  

           (A-B)   支出予定額       (F×2/3)  決定額  申請額   

                 (G-H)   

        （Ａ）        （Ｂ）        （Ｃ）        （Ｄ）        （Ｅ）        （Ｆ）        （Ｇ）        （Ｈ）       （Ｉ）   

 
          

           
            

            

            

            
            
 

 

  記入上の注意 

      １「収入予定額」 （Ｂ）欄には、実費徴収予定額も含めて計上すること。 

      ２「補助基本額」 （Ｆ）欄には、「差引額」（Ｃ）欄と「基準算定額」（Ｄ）欄と「対象経費支出予定額」（Ｅ）欄のいずれか少ない額を計上すること。 

      ３「補助所要額」 （Ｇ）欄に１円未満の端数が生じたときは切り捨てること。 

４「既交付決定額」（Ｈ）欄及び「差引追加交付（一部取消）申請額」（Ｉ）欄は、交付要綱の第５条による手続きのほかは斜線を引くこと。   
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円 円 円 円 円

（様式第1号）
　　別紙２

　　　　　　　　　　　　　　　　結核定期健康診断事業実施計画書

対象人員
（＊）

受診人員 受診率

健康診断区分

合計

医療機関で実施分

間接撮影

直接撮影

レ
ン
ズ
カ
メ
ラ

種別番号
(下記参照)

学校・施設名

合         　計

支出予定額

補助基準額

別紙１の（E)一致

別紙１の（D)と一致

上記「合計」欄の人員×交付基準の基準額

上記「支出予定額」欄と「補助基準額」欄を比較して少ない方を記入
基準算定額

【種別番号】

学校：①高等学校 ②大学(短期大学を含む） ③高等専門学校 ④専修学校又は各種学校（修業年限1年未満を除く）

施設：⑤養護老人ホーム ⑥特別養護老人ホーム ⑦軽費老人ホーム ⑧救護施設 ⑨障害者支援施設 ⑩婦人保護施設

※記入上の注意
1 「種別番号」欄には、該当する番号①～⑩を記入すること。
2 「対象人員」欄には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第５３条の２の健康診断の対象となるべき人員を実施者別に記入すること。

＊対象人員については、別添の注意事項の記載を参照すること。
3 「受診人員」欄には、健康診断の受診人員を記入すること。

4 「補助基準額」欄には、各欄の人員に交付基準単価を乗じた額を記入すること。
5 各健診人員は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第２７条の５の規定により提出された健康診断月報計と一致するものであること。
6 「基準算定額」欄には、「支出予定額」と「補助基準額」とを比較して少ない額を記入すること。

申請する学校・施設名を正式

名で記載する。

対象人員

受診人員
×１００

申請する学校・施設の種別番

号を下記①～⑩より記載する。



  様式第５号 

 

県 学 第 ○ ○ ○ 号 

令和○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

 

 

 岡山県○○県民局長 ○○○○ 殿   

 

 
 

 
 所 在 地 岡山市内山下２－４－６ 

 団 体 名 （学）県庁学園 

 代表者氏名  理事長 岡山 太郎 

 

    補助金振込口座確認書 

   の申請者欄と一致する。 

 

 

 

 

 

令和  年度岡山県結核定期健康診断補助金の事業実績報告について  

 

 

 このことについて、次のとおり事業が完了したので、岡山県補助金等交付規則（昭和  

４１年岡山県規則第５６号）第１３条の規定により申請します。  

 

 

記   

 

 

   別紙（様式５号関係）の（Ｇ）欄と一致  

 

 

  １  精 算 額                  金                      円 

 

  ２  経 費 精 算 書                        （別紙１のとおり） 

 

  ３  結核定期健康診断事業実施明細書              （別紙２のとおり） 

 

  ４ 結核定期健康診断歳出明細書        （別紙３のとおり） 

 



  

（様式第５号関係） 

    別紙 １ 

 

経 費 精 算 書 

 

 

 

                                  
 
       
 

 別紙２の「基準算定  別紙２の「支出済額」欄   (C)(D)(E) 
 

      
   寄附・実費徴収等があった場合。   額」欄の「合計」欄  の「合計」欄と一致す   のいずれか   (F)×2/3  

   介護報酬の支払額は含まれない。   と一致する。  る。   少ない額  一円未満は切り捨て  
           
 

（単位：円） 
 
            
      対象経費    補助交付  差引過△   

  総事業費  収入額  差引額  基準算定額   補助基本額  補助所要額      備      考  

           (A-B)   実支出額       (F×2/3)  決定額  不足額   

                 (H-G)   

        （Ａ）        （Ｂ）        （Ｃ）        （Ｄ）        （Ｅ）        （Ｆ）        （Ｇ）        （Ｈ）       （Ｉ）   

 
          

           
            

            

            

            
            
 

 

  記入上の注意 

      １「収入予定額」（Ｂ）欄には、実費徴収額も含めて計上すること。 

      ２「補助基本額」（Ｆ）欄には、「差引額」（Ｃ）欄と「基準算定額」（Ｄ）欄と「対象経費実支出額」（Ｅ）欄のいずれか少ない額を計上すること。 

      ３「補助所要額」（Ｇ）欄に１円未満の端数が生じたときは切り捨てること。 
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ミ
ラ
ー

カ
メ
ラ

ミ
ラ
ー

カ
メ
ラ

人 人 ％ 人 人 人 人 人 人 人

（　　　　　） （　　　　　）

（　　　　　） （　　　　　）

（　　　　　） （　　　　　）

（　　　　　） （　　　　　）

（　　　　　） （　　 　　　）

円 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円 円

区分

種別番号
(下記参照)

学校・施設名

（様式第5号）
　　別紙２

　　　　　　結核定期健康診断事業実施明細書

対象人員
（＊）

受診人員 受診率

健康診断

合計
(ア）

事後措置

備考

医療機関で実施分

間接撮影

直接撮影

要
精
密
検
査

対
象
者
数

（
イ

）

精
密
検
査

受
診
者
数

（
ウ

）

発
見
患
者
数

レ
ン
ズ
カ
メ
ラ

合         　計

基準算定額

支 出 済 額
実際に支出した額、別紙３の金額と一致すること

上記「合計」欄の人数×交付基準の基準額

上記計「支出済額」欄と「補助基準」欄を比較して額の少ない方を
記入

補助基準額

別紙１の（E）と一致

別紙１の（D）と一致

【種別番号】
学校：①高等学校 ②大学(短期大学を含む） ③高等専門学校 ④専修学校又は各種学校（修業年限1年未満を除く）
施設：⑤養護老人ホーム ⑥特別養護老人ホーム ⑦軽費老人ホーム ⑧救護施設 ⑨障害者支援施設 ⑩婦人保護施設

※記入上の注意

1 「種別番号」欄には、該当する番号①～⑩を記入すること。

2 「対象人員」欄には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第５３条の２の健康診断の対象となるべき人員を実施者別に記入すること。
3 「受診人員」欄には、健康診断の受診人員を記入すること。

4 「要精密検査者数」の欄には、健康診断受診の結果、「要精密検査」の指示が出た人員を記入すること。要医療となった人員は（ ）で再掲のこと
5 「精密検査受診者数」の欄には、要精密検査者のうち、医療機関にて精密検査を受診した人員を記入すること。

6 「発見患者数」の欄には、健康診断の結果発見された患者数を記入すること。精密検査受診の結果発見された患者数は（ ）内に再掲のこと。
7 「補助基準額」欄には、各欄の人員に交付基準単価を乗じた額を記入すること。
8 各健診人員は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第２７条の５の規定により提出された健康診断月報計と一致するものであること。
9 「基準算定額」欄には、「支出済額」と「補助基準額」とを比較して少ない額を記入すること。

申請する学校・施設名を正式
名で記載する。

対象人員

受診人員
×１００

（ア）のうち「要精密検
査」と判断された者の数

（ア）又は（ウ）のうち結核患者
と診断された者の数

（イ）の医療機関にて
受診した者の数

申請する学校・施設の種別番

号を下記①～⑩より記載する。



  （様式第５号関係）  
      別紙  ３ 

結核定期健康診断歳出明細書    

 
 

 
 
 
 

 
健 康 診 断               

 
 

 
合        計 

 
 

 
 

間 接 撮 影 費 
 

 
 

直 接 撮 影 費 
 

 
報        酬 
内  訳 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
職 員 手 当         

（特 殊 勤 務 手 当        ） 
内  訳 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
賃        金 
内  訳 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     報 償 費         
         内  訳          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
       旅        費 
         内  訳          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     需 用 費         
   （消 耗 品 費        ） 
          内 訳 
   （燃 料 費        ） 
          内 訳 
   （食 糧 費        ） 
          内 訳 
  （ 印 刷 製 本 費          ） 
          内 訳 
   （光 熱 水 費        ） 
          内 訳 
   （修 繕 料        ） 
          内 訳 
  （ 医 薬 材 料 費          ） 
          内 訳           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     役 務 費         
  （ 通 信 運 搬 費          ） 
          内 訳 
   （広 告 料        ） 
          内 訳 
   （手 数 料        ） 
          内  訳 
  （ 損 害 保 険 料          ） 
          内  訳           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     委 託 料         
         内    訳          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
     使用料及び賃借料  
         内    訳          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  工 事 請 負 費            
         内    訳          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  備 品 購 入 費            
         内    訳          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  公 課 費            
         内    訳          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

            計             

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    備考  １  健康診断に要した経費について、該当する検診項目欄に節別に計上し、その内訳を記入すること。  

          ２  共通経費については、まず合計欄に計上し、各該当する検診項目への按分は、当該経費について、適確な按分 
      基準（賃金等であれば検診従事日数、検診人員等）により按分した額を計上すること。なお、共通経費の内訳は  
      合計欄に記入すること。  
    ●添付書類 
       事業に要した経費に相当する領収書類の写しを添付すること。領収書を徴収することができない場合は、銀行振込受託  
   書等の写しを添付するものとする。また、領収金額に他の事業経費を含む場合は、領収又は請求等の内訳が判断可能な書  

類を領収書の写しとともに添付するものとする。）  

支出内訳がわかるように記載すること  

  領収書等の添付書類をつけること  

別紙１の（ E）、  
別紙２の  
「 支 出 済 額 」 欄 の
「合計」欄と一致  



【別 添】          注 意 事 項  

 

１「対象人員」の範囲について 

  （１）大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校（修業年限が１年未満の 

  ものを除く。）の学生又は生徒にあっては、当該年度に入学する学生又は生徒の人 

  員を記入すること。２年生以上は補助対象外となる。 

  （２）社会福祉法第２条第２項第１号及び第３号から第６号までに規定する施設に収容 

  されている者にあっては、収容されている者の年齢が６５歳以上である人員を記入 

  すること。なお、この場合、当該年度内に６５歳に達する者を含むものであること。  

      当該年度６４歳以下の者は補助対象外となる。 

  （３）「施設に収容されている者」とは、行政措置又は契約によって施設に生活の本拠 

  を有し、日常生活の大部分を長期間にわたり送っている者に限られ、単に通所して 

  いる者や当該施設で提供されている他の福祉サービスを利用している者等は含まれ 

  ない。 

  （４）医療管理下にある者は、対象外とする。  

 

２「受診人員」の範囲について 

 （１）医療機関にて健康診断を受診した人員を記入すること。 

 

３ 「事後措置」欄について 

 （１）「要精密検査対象者数」欄（イ）には、健康診断実施後、直接撮影等の精密検査

    （事後検査）を医療機関にて実施する必要がある者の数を記入すること。  

 （２）「精密検査受診者数」欄（ウ）には、（イ）の人員のうち、精密検査等の事後検

   査を受診した者の数を記入すること。 

 （３）「発見患者数」は、健康診断または精密検査を受診した結果、結核患者と診断さ

   れた者の数を記入すること。 


